
 

平成２５年８月８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 課税処分取消等請求控訴事件 

（原審・福岡地方裁判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結の日 平成２５年７月２日 

 

判     決   

控訴人           有限会社Ｘ 

被控訴人          国 

  処分行政庁         八幡税務署長 

 

       主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 控訴の趣旨 

（１）原判決を取り消す。 

（２）八幡税務署長が平成２１年１２月２５日に控訴人に対してした、平成１５

年６月１日から平成１６年５月３１日まで、平成１８年６月１日から平成１

９年５月３１日まで、同年６月１日から平成２０年５月３１日まで及び同年

６月１日から平成２１年５月３１日までの各事業年度の法人税にかかる重加

算税の各賦課決定処分を取り消す。 

（３）八幡税務署長が平成２１年１２月２５日に控訴人に対してした、平成１６

年６月１日から平成１７年５月３１日まで、同年６月１日から平成１８年５

月３１日まで、同年６月１日から平成１９年５月３１日まで、同年６月１日
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から平成２０年５月３１日まで及び同年６月１日から平成２１年５月３１日

までの各課税期間の消費税及び地方消費税にかかる重加算税の各賦課決定処

分を取り消す。 

（４）八幡税務署長が平成２１年１２月２５日に控訴人に対してした、平成１５

年３月から同年６月まで、同年７月から同年１２月まで及び平成１９年１月

から同年６月までの各期間の源泉徴収にかかる所得税の各納税告知処分並び

に同年７月から同年１２月まで、平成２０年１月から同年６月まで及び同年

７月から同年１２月までの各期間の源泉徴収にかかる所得税の各納税告知処

分及び重加算税の各賦課決定処分を取り消す。 

（５）八幡税務署長が平成２２年１２月９日に控訴人に対してした原判決別紙財

産目録記載の各不動産の差押処分を取り消す。 

（６）訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

２ 控訴の趣旨に対する答弁 

主文同旨 

第２ 事案の概要等（本判決に特に掲記する以外、略称等は原判決の例による。） 

１ 本件は、八幡税務署長（処分行政庁）が控訴人に対してした本件各賦課決定

等処分及び本件差押処分が違法であると主張して、控訴人が、被控訴人に対し、

それら処分の取消しを求める事案である。 

原審は、本件各賦課決定等処分に対し適法な異議申立てがなされていないか

ら、これらの取消しを求める部分は不適法であるとして訴えをいずれも却下し、

本件差押処分は適法であるとしてこれの取消しを求める部分を棄却した。 

控訴人は、これを不服として控訴した。 

２ 本件の前提事実、争点及びそれに対する当事者の主張は、次項のとおり当審

における控訴人の主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」中「第２ 事

案の概要」１及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。 

３ 当審における控訴人の主張 
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（１）控訴人は、税務署職員から、新たな事実が見つかれば修正申告に応じる、

１０００万円を納税すれば差押えはしないといわれ、これを信じて各修正申

告書に署名押印したものであるが、税務署職員は修正申告に応じるつもりも

１０００万円納税すれば差押えしないというつもりもなかったのであるから、

控訴人に上記各修正申告（以下「本件各修正申告」という。）をさせたこと

は詐欺に当たる。また、控訴人は、税務署職員が本件各修正申告に応じなけ

れば、今後さらなる強硬措置をとることを暗に示したことから、これに畏怖

して本件各修正申告をした。以上のとおり、本件各修正申告は、詐欺又は強

迫によるものであるから、これを取り消す。 

控訴人は、１０００万円を納税すれば差押えはされないものと誤信して本

件各修正申告を行ったものであるから、本件各修正申告は錯誤により無効で

ある。 

本件各修正申告は取り消されもしくは無効であるから、本件各修正申告を

前提としてなされた本件各賦課決定等処分もその前提を欠くことになり、無

効である。 

（２）「処分があったことを知った日」（国税通則法７７条１項）とは、法律上

異議申立てに必要な全ての要件を控訴人に通知したとき、すなわち上記全て

の要件を控訴人が知った日をいうと解すべきである。本件において、控訴人

は、異議申立てを書面でしなければならないことを告知されておらず、控訴

人がこれを知ったのは平成２２年２月２４日であるから、同日の翌日である

同月２５日から異議申立期間は進行を開始した。 

控訴人は、同月２５日から２か月以内である同年３月２４日に異議申立書

を作成して、税務署職員であるＡ調査官に電話連絡したが、期間経過を理由

として書類の受領が拒否された。税務署職員のこの対応は受領遅滞に当たる

から、控訴人は同日異議申立てをしたとみなされる。よって、適法な異議申

立てがないとして控訴人の審査請求を却下した裁決は違法である。そうする
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と、本件各賦課決定等処分にかかる訴えは、不服申立前置の要件を充足して

いるといえる。 

（３）控訴人は、異議申立てを書面でしなければならないことを処分行政庁から

知らされていなかったから、国税通則法７７条１項の期間内に異議申立てが

できなかったことにやむを得ない理由（同条３項）がある。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないものと判断する。

その理由は、次項のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を追加する

ほか、原判決「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」に記載のとおり

であるから、これを引用する（ただし、原判決６頁１２行目「３ 争点（２）」

を「２ 争点（２）」に改める。）。 

２ 当審における控訴人の主張に対する判断 

（１）本件各修正申告についての詐欺、強迫又は錯誤について 

ア 控訴人は、税務署職員が真実はそのようなつもりもないのに、１０００

万円を納税すれば差押えをしない旨申し向けて本件各修正申告をさせたの

で詐欺に当たり、税務署職員がさらなる強硬措置をとることを暗に示した

のでこれに畏怖して本件各修正申告をしたので強迫に当たるから、詐欺又

は強迫による意思表示として取り消し、控訴人は、１０００万円を納税す

れば差押えをしないと誤信して本件各修正申告に応じたもので、錯誤によ

り無効であるから、本件各賦課決定等処分はその前提を欠くことになり無

効であると主張する。 

しかし、控訴人は、たとえ本件賦課決定等処分の前提となる本件各修正

申告に対し詐欺、強迫または錯誤に基づくことを理由としてその無効を主

張するとしても、本件各賦課決定等処分について適法な異議申立てを経て

いないことに変わりはないから、本件各賦課決定等処分の取消しを求める

訴えは不適法である。 
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イ 控訴人の上記主張を、本件各賦課決定等処分が無効であることを理由に、

本件差押処分が違法であると主張するものと解する余地があるとしても、

税務署職員が１０００万円を納税すれば差押えをしないと述べたことにつ

いては、控訴人の供述以外これを裏付ける証拠はない。控訴人が主張する

「税務署職員」とは、八幡税務署法人課税第二部門のＢ調査官、Ｃ調査官

又はＡ調査官のいずれかを指すと解されるが（以下あわせて「Ｂ調査官ら」

という。）、Ｂ調査官らは上記のように述べたことを明確に否定している

し（乙９）、差押えをするかしないかは徴収の担当者が判断することであ

り、調査担当者には権限がないから、Ｂ調査官らが上記のように述べたと

は考えられない。よって、税務署職員が１０００万円を納税すれば差押え

をしない旨述べたとの事実は認められない。 

控訴人は、税務署職員がさらなる強硬措置をとることを暗に示したので

これに畏怖して本件各修正申告をしたと主張するが、税務署職員がどのよ

うなことを述べ、それによって控訴人がどのように畏怖して本件各修正申

告をするに至ったかについては、控訴人の主張によっても具体的に明らか

ではなく、税務署職員が強迫した結果、控訴人が本件各修正申告をしたと

は認められない。 

控訴人は、１０００万円を納税すれば差押えをしないと誤信して本件各

修正申告に応じたものであるから錯誤に当たるとも主張するが、そのよう

に誤信したとは認めることができないし、上記のとおり控訴人が誤信した

としても、それは本件各修正申告をしたことについての動機にすぎない。

本件では、上記動機は表示されていないから錯誤に当たらず、本件各修正

申告は無効とならない。 

ウ よって、いずれにせよ、本件各修正申告が詐欺、強迫又は錯誤に基づく

ものであるから本件各修正申告は無効もしくは取り消されるべきものであ

るとの控訴人の主張は理由がない。 
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（２）控訴人は、「処分があったことを知った日」とは、法律上異議申立てに必

要な全ての要件を知ったときをいうと解すべきであり、異議申立ては書面で

しなければならないことを控訴人が知ったのは平成２２年２月２４日で、異

議申立期間はその翌日である同月２５日から進行する、同年３月２４日に、

異議申立書を作成してＡ調査官に電話連絡したところ、期間経過を理由に受

領拒否されたが、これは受領遅滞に当たるから、控訴人は、法定の期間内で

ある処分があったことを知った日の翌日から起算して２か月以内に異議申立

てを行ったといえ、控訴人の審査請求を却下した裁決は違法である、と主張

する。 

しかし、「処分があったことを知った日」とは、処分にかかる通知を受け

た場合にはその受けた日であると解され、これを法律上異議申立てに必要な

全ての要件を知ったときと解することはできず、控訴人の主張は採用できな

い。 

本件において、処分行政庁は、平成２１年１２月２５日付けで本件各賦課

決定等処分を行い、同日、控訴人に対し、本件各賦課決定等処分にかかる通

知書を発送し、控訴人は、同日頃、上記通知を受領した。よって、平成２２

年３月２４日には、既に異議申立期間は満了していた。また、異議申立ては

書面で行う必要があるところ（国税通則法８１条１項）、控訴人が同日にＡ

調査官に対して行ったのは電話による連絡であり、書面による異議申立てで

はないから、Ａ調査官が既に異議申立期間が満了していると伝えたことは、

受領拒否にも当たらない。 

よって、控訴人は適法な異議申立てをしていないから、本件賦課決定等処

分について審査請求を却下した本件裁決は適法である。 

（３）控訴人は、異議申立てを書面でしなければならないことを処分行政庁から

知らされていなかったから、国税通則法７７条１項の期間内に異議申立てが

できなかったことにやむを得ない理由（同条３項）があると主張する。 
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しかし、同項にいう「やむを得ない理由」とは、天災地変等の客観的な事

由に限られ、異議申立てを書面でしなければならないことを控訴人が知らな

かったというような主観的な事情はこれに当たらないと解される。よって、

控訴人の主張は理由がない。 

３ 以上のとおり、控訴人の主張はいずれも理由がなく、原判決は相当であるか

ら本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

福岡高等裁判所第３民事部 

裁判長裁判官     犬飼 眞二 

裁判宮        青木 亮 

裁判宮        清野 英之 

 7 


